
参考：条文案（匿名加工情報関連）
第一章 総則

（定義）
第二条
１～８ （略）
９ この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講

じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該
個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該一部の記述等
を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識
別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

10 この法律において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加
工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容
易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの（第三十六条第一項において
「匿名加工情報データベース等」という。）を事業の用に供している者をいう。ただし、第五項各号に掲げる者
を除く。

第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第二節 匿名加工情報取扱事業者等の義務

（匿名加工情報の作成等）
第三十六条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報（匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同
じ。）を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないよ
うにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければな
らない。

２ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個
人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必要なものとして
個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 ５
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３ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該
匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

４ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護委
員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項
目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報であ
る旨を明示しなければならない。

５ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工
情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならな
い。

６ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確
保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

（匿名加工情報の提供）
第三十七条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報（自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節
において同じ。）を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三
者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、
当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

（識別行為の禁止）
第三十八条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いら
れた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第
三十六条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合
してはならない。

６
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（安全管理措置等）
第三十九条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取
扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当
該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第四節 民間団体による個人情報保護の推進

（個人情報保護指針）
第五十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のために、個人情報に係る利
用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる手続その他の事項又は匿名加工情報に係る作成の
方法、その情報の安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を
聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針（以下「個人情報保護指針」という。）を作成するよう努めなければ
ならない。

２ 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定
めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報保護委員会に届け出なければならない。これを変
更したときも、同様とする。

３ 個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個人情報保護委員会規則で
定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければならない。

４ （略）

（命令）
第五十七条 個人情報保護委員会は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認
定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

７


